
認知症対応型共同生活介護 グルーホームあんのん山科 

重要事項説明書 

 

   当事業所は、認知症の症状をお持ちの「要支援２」、「要介護」と認定された方に

認知症対応型共同生活介護（介護予防）サービスを提供します。 

   事業所の概要や提供されるサービスの内容および契約上注意いただくべきこと

を次のとおり説明します。 

 

１ 認知症対応型共同生活介護事業の概要 

⑴  事業者（法人）の概要 

名 称 社会福祉法人洋和会 

所 在 地 石川県野々市市新庄 2丁目 45 番地 

代 表 者 名 理事長 池田 太一郎 

連 絡 先 金沢事業部 

(電話)０７６-２４１-１１７７ 

(FAX) ０７６-２４１-１１７８ 

 ⑵ 事業所の概要 

① 事業所の目的 

      様々な症状を呈する認知症高齢者とケアスタッフが、共に家庭的な環境の下で

共同生活を営みながら、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるように支援することを目的とします。 

②  運営方針 

 介護保険法の趣旨に従って、ご利用者が共同生活の居住場所において、無理な

く残存能力を活用し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、

食事等の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。 

(3) 事業所名称等 

事 業 所 名 グループホーム あんのん山科 

所 在 地 石川県金沢市窪６丁目１４１番地１ 

介護保険指定番号 １７９０１００３４９ 

連   絡   先 (電話)０７６-２４１-６８６８ 

(FAX) ０７６-２４１-６８７１ 

事 業 所 の 管 理 者 金友 さち子 

 

 



⑷事業所建物の構造 

敷 地 １，０６１㎡ 

構 造 鉄筋３階建て（床面積：㎡） 

２階フロア部分 

延べ床面積 ５１２.０８㎡ 

入 居 定 員 １ユニット９名 

（２ユニット合計１８名  全室個室） 

 ⑸ 職員体制 

職 種 人 数 備 考 

管 理 者       １名 兼務 

介 護 職 員      １１名  

計画作成担当者  ２名  

２ サービスの内容 

種  類 内 容 

日常生活

上の世話 

食事、排泄、更衣等における必要な介助を行います。食べられないも

のやアレルギーがある方は事前にご相談下さい。 

入  浴 身体状況に応じて一般浴又は特別浴による入浴、身体の洗身、衣類の

着脱等必要な介助を行います。 

機能訓練 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する訓練及び趣味また

は嗜好に応じた活動の支援を行います。 

相談援助 利用者とその家族からのご相談に応じます。 

３ 料金 

利用料金の目安は次のようになります。 

 
基本単位 

（介護給付の 

１割.2割 

   3割) 

家賃 食費 
光熱

水費 

１ヶ月(30

日)の 

ご利用料金の

目安 

(1 割) 

１ヶ月(30

日)の 

ご利用料金の

目安 

(2 割) 

１ヶ月(30

日)の 

ご利用料金の

目安 

(3 割) 

要支援2 749単位 

2,000円 1,050円 280円 

127,062円 154,225円 181,388円 

要介護1 753単位 128,532円 157,164円 185,796円 

要介護2 788単位 129,786円 159,672円 189,559円 

要介護3 812単位 130,646円 161,392円 192,139円 

要介護4 828単位 131,220円 162,539円 193,859円 

要介護5 845単位 131,829円 163,758円 195,686円 



○ 介護保険給付費の個人負担は「介護保険個人負担割合証」に基づきます。 

○  入所して初めの 30 日のみ「初期加算」として、１日あたり 30 単位が加算されま

す。 

○ 栄養管理体制加算として 1月にあたり 30 単位が加算されます。 

○ 科学的介護推進体制加算で 1月あたり 40単位加算されます。 

○ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)として１月あたり 10 単位が加算されます。 

○  高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)として１月あたり 10単位が加算されます。 

○  サービス提供体制強化加算(Ⅲ)として 1日あたり 6単位が加算されます。 

○  医療連携体制加算(Ⅰ)として 1 日あたり 37 単位が加算されます。(要支援 2 は該

当しない) 

○  協力医療機関連携加算として 1月あたり 100 単位が加算されます。(要支援 2 は該

当しない) 

○  退居時に利用者の同意を得て情報提供した上で紹介を行った場合「退居時情報提

供加算」250 単位/回加算されます。 

○  退居時に相談援助を行なった場合「退居時相談援助加算」400 単位を１回のみ加算

されます。 

○  １ヶ月利用介護サービスの基本単位と加算の総計に対し、介護職員等処遇改善加

算(Ⅱ)17.8%が加算されます。 

○  教養娯楽費として、利用者の希望に応じて参加するクラブ活動や行事等における

材料費を実費 でお支払いいただきます。（H27.4.1 追加） 

○ １単位の単価は、10.14 円です。 

   注１ 上記料金のほか、おむつ代・理美容代・クリーニング（業者委託）及びその

他必要とされる日用品等の費用については、実費での支払いをお願いします。 

  注２ 利用料金の支払い方法 

    原則として、利用月の１ヶ月分をまとめて、その翌月１０日までに請求し、２

２日に口座振替にてお支払いいただきます。（この日が金融機関の休業日である

ときはその前営業日）なお、現金によるお支払いをご希望される方は、ご相談下

さい。 

４ 病状の急変等緊急時の対応 

  サービス利用中にご利用者の心身の状態が急変した場合、ご家族に連絡のうえ、必

要に応じて主治医や協力医療機関に連絡し医師の指示を仰ぐ等、必要な措置を講じ

ます。 

  ○協力医療機関    所在地 野々市市新庄２丁目１０番地 

                              池田病院   電話（０７６）２４８−７２２２ 

  ○主治医    所在地 

                                病院   電話 

５ 入居者が入院した場合の取り扱い  金沢市実施指導により H24.10.29 追加 

    入居者が体調の急変などにより、入院を伴う医療処置を行うことが必要となった場

合、家賃、光熱水費については、定額での請求といたします。入院期間中の食費は

欠食分として減算し、提供分の請求といたします。 



  なお、入院期間が１か月を超える長期に及ぶと想定される場合には、入居者及びそ

の家族と施設退去の意思の有無について話し合うこととします。 

６ 非常災害対策    防火訓練   防災計画により実施   

            防火責任者  金口 祐一 

７ 事故発生時の対応  

  認知症対応型共同生活介護の提供により、事故が発生した場合には、速やかに当該

利用者の家族、行政、医療機関等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。ま

た、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を残します。 

８ 虐待防止について 

当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

ます。 

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、職員に周知徹底を図ります。 

(2)職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

当施設はサービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を

現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、市町村に通報するものとします。 

９ ハラスメント対策 

(1)当施設は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくり

を目指します。 

(2)利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行

為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

１０ サービス内容に関する苦情 

⑴  グループホームあんのん山科 

     苦情受付担当者   金友 さち子  電話（２４１）６８６８ 

     第三者委員     村島 嘉孝    電話（２４１）３８９３ 

               平田 敏雄   電話（２４１）６８００ 

⑵   金沢市介護保険課              電話（２２０）２２６４ 

⑶   石川県国民健康保険団体連合会     電話（２３１）１１１０ 

１１ 秘密保持 

   事業所は、その業務上知り得た利用者又はその家族等の個人情報を正当な理由な 

く漏らすことはありません。また、契約終了後においても、決して第三者に漏らす

ことはしません。ただし、事業所は、サービス担当者会議等において、利用者及び

その家族の個人情報を用いる場合は、予め文書で同意を得ることにします。 

 事業者は、利用者及びその家族に関する個人記録が含まれる記録物に関して、善良

な管理者の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。 

 

 

 

 



１２ 第三者による評価の実施状況 

この説明書は、厚生労働省令第 37 号の規定に基づき、利用申込み者またはその代理人

への重要事項説明のために作成したものです。 

 

第三者による評価の実施状況 １ あり 実施日 令和 7 年 3 月 11 日 

    評価機関名称 
 NPO 法人バリアフ

リー総合研究所 

    結果の開示 １．あり ２．なし 

  ２ なし     

      年   月   日 

グループホームあんのん山科の利用に際し、利用者に対して契約書及び本書面によ

り、重要事項の説明を行ないました。 

    説明者  職名 

         署名                     

私は、契約書及び本書面により、事業者から認知症対応型共同生活介護につ

いての重要事項の説明を受けました。     

また、社会福祉法人洋和会 グループホーム あんのん山科が業務上知り得た利用者 

及びその家族の個人情報を、次のとおり提供することについて同意します。 

（1） 必要に応じて、サービス担当者会議等に用いる場合 

（2） 必要に応じて、他のサービス提供事業者に提供する場合 

（3） 治療等のため、医療機関等に提供する場合 

（4） その他、正当な理由がある場合 

       年   月   日 

  利用者    署名                         

  連帯保証人    署名               （続柄）      

  身元引受人  署名               （続柄）      


